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序     文 
 

カンボジア王国政府は、地方分権化の促進を通じた国民生活に直接影響する公共サービスの

質・量の改善をめざし、2002年2月に初の地方選挙（直接選挙、比例代表制）を実施し、末端

の1,621の村落・地区（コミューン・サンカット）において評議会を発足させる等、地方分権化・
業務分散化（Decentralization & Deconcentration：D&D）政策を推進しています。しかしながら、
長期間にわたった内戦の影響から行政組織を支える中堅クラスの人材に乏しく、教育・訓練制

度も不十分であり、公務員の人材育成は遅れているため、地方自治制度、地方税財政制度、中

央省庁と地方行政体（州/市、郡/区、コミューン/サンカット）の関係等に関し、更に法制度

及び制度整備を進めつつ制度を運用するにあたっては、援助機関の協力なしには実施が困難な

状況です。このような状況の下、カンボジア王国政府は地方行政能力向上のための人材育成に

関して技術協力プロジェクト「地方行政能力向上プロジェクト」を要請しました。日本国政府

が地方行政能力向上プロジェクトを行うことを決定したのに伴い、独立行政法人国際協力機構

は、2007年1月から2010年1月までの予定でこの技術協力を行っています。 

2008年5月にカンボジア王国政府は、より上層の行政レベルである首都・州（24）、市・郡（185）

に間接選挙・比例代表制による評議会を1年以内に設置することを定めた地方行政法を施行、

かつ、今後10年間のD&D推進国家プログラムの策定準備を本格的に開始しました。 
こうした背景も踏まえつつ、2008年10月に、当機構カンボジア事務所次長はじめ4名の日本

国側調査団と、内務省副大臣を議長とするカンボジア王国側調査団3名が評価委員となる合同

中間レビュー調査団を結成し、技術協力プロジェクト「地方行政能力向上プロジェクト」のこ

れまでの活動実績、進捗状況について、総合的な評価を行うとともに、今後の対応等について

協議しました。これらの評価結果は、ミニッツに取りまとめられ、日本国・カンボジア王国双

方の評価委員の合意の下に、署名・交換が行われました。 

この報告書は、今回の評価調査及び協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力事

業を効果的かつ効率的に実施していくための参考として、活用されることを願うものです。 

この調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成20年11月 

 

独立行政法人国際協力機構 
カンボジア事務所長 米田 一弘 
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AWPB Annual Work Plans and Budgets 年間活動計画及び予算 

CDRI Cambodia Development Resource Institute カンボジア開発調査研究所 

CIDA Canadian International Development Agency カナダ国際開発庁 
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D&D Decentralization and Deconcentration 地方分権化・業務分散化 

DFGG Demand for Good Governance グッド・ガバナンス要求プログラム 

DfID 
 

United Kingdom Department for International 
Development 

イギリス国際開発省 
 

DOLA Department of Local Administration 地方行政局 

DPVT 
 

Department of Personnel and Vocational 
Training 

人事・職業訓練局 
 

EFI Economy and Finance Institute 経済財務研究所 

Ex-Com Executive Committee 実行委員会 

GDLA General Department of Local Administration 地方行政総局 

GTZ German Technical Assistance ドイツ技術協力公社 

HDD Hard Disk Drive ハードディスク 

HRD Human Resources Development 人材育成 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

KAF Konrad Adenauer Foundation コンラッドアデナウアー基金（NGO） 

LAN Local Area Network ローカルエリアネットワーク 

M&E Monitoring and Evaluation モニタリング・評価 

MLAU Municipality Local Administration Unit 市地方行政ユニット 

MM Man Month 人月 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MoI Ministry of Interior 内務省 

MOU Memorandum of Understanding 覚書 

NCDD 
 

National Committee for the Management of 
Decentralization and Deconcentration Reform

国家地方分権化・業務分散化管理委員会 
 

NPDD 
 

National Programme for Decentralization and 
Deconcentration 

D&D国家プログラム 
 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 



 

略 語 英 語 日本語訳 

OJT On the Job Training 実務を通じた研修 

PC Personal Comuputer パソコン 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 

PIF Preliminary Implementation Framework 事前実施枠組み 

PILAC 
 

Project on Improvement of Local 
Administration in Cambodia 

カンボジア国地方行政能力向上プロジェ
クト 

PLAU Provincial Local Administration Unit 州地方行政ユニット 

P/O Plan of Operation 活動計画 

PRDNEP 
 
 

Project of Capacity Development of 
Provincial Rural Development in Northeastern 
Provinces 

北東州地域開発能力向上プロジェクト 
 
 

PSDD 
 

Program to Support Decentralization and 
Deconcentration 

地方分権化・業務分散化支援プログラム 
 

PT Policy Team 政策チーム 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

RSA Royal School of Administration 王立行政学院 

SNDD Sub National Democratic Development  州・郡レベルの民主的開発 

T/F Task Force タスクフォース 

TOT Training of Trainers 講師養成研修 

TV Television テレビ 

TWG Technical Working Group 技術作業部会 

UNCDF United Nations Capital Development Fund 国連資本開発基金 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

UPS Uninterruptible Power Supply 無停電電源装置 

WB World Bank 世界銀行 

WBS Work Breakdown Structure ワークブレークダウンストラクチャー 

W/S Workshop ワークショップ 

 



 

レビュー結果要約表 
１．案件の概要 

国 名：カンボジア王国 案件名：地方行政能力向上プロジェクト 

分 野：ガバナンス 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：カンボジア事務所 協力金額：3億円 

先方関係機関：内務省（MoI）地方行政総局（GDLA） 

日本側協力機関：総務省自治行政局、総務省自治 
大学校、東広島市、広島大学 

協力期間：2007年1月～2010年1月 
（R/D締結日：2006年12月14日） 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 
カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、長期間にわたった内戦の影響から

行政組織を支える中堅クラスの人材に乏しく、教育・訓練制度も不十分であり、公務員の
人材育成は遅れている。また、行政機構の整理も十分ではなく効果的・効率的な行政を営
むにはほど遠い。こうした背景において、カンボジア政府は1998年に行政改革国家プログ
ラムを策定して行政改革を進めており、2002年2月には初の地方選挙（直接選挙、比例代表
制）を実施して、1,621村・地区（コミューン・サンカット）評議会を発足させた。2004年7
月に発表された国家開発戦略「Rectangular Strategy」で、行政サービスの向上に向けた地方
分権化の推進の重要性が明示されたことを受け、2005年6月には閣僚評議会が地方分権化・
業務分散化（Decentralization and Deconcentration：D&D）推進のための「D&D改革戦略フ
レームワーク」を承認、2006年8月には、地方分権化政策を実施する国家地方分権化・業務
分 散 化 管 理 委 員 会 （ National Committee for the Management of Decentralization and 
Deconcentration Reform:NCDD）が設置され、議長を内務省大臣が、事務局長を内務省副大
臣が務めている。 
内務省地方行政総局（General Department of Local Administration：GDLA）は、D&D改

革推進の中核を担う実施機関として、地方自治制度、地方税財政制度、中央省庁と地方行
政体の関係等、法制度、制度整備及び運用を進める意向であるが、人材が大変不足してお
り、援助機関の協力なしには実施が困難な状況である。カンボジアは2004年7月に地方行政
能力向上のための人材育成、特に地方行政総局と州の行政官の人材育成に関して技術協力
プロジェクト「地方行政能力向上プロジェクト」を要請、日本政府による採択を経て、2006
年12月14日にJICA-カンボジア内務省間で、2007年1月より3年間の予定で本件プロジェクト
の実施が合意された。 
 
１－２ 協力内容 
１－２－１ 上位目標 
カンボジアにおいて研修等を通じて地方行政にかかわる人材が育成される。 

 
１－２－２ プロジェクト目標 
1. 内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する。 
2. 中央・州レベルの地方行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する。 

 
１－２－３ 成 果 
1-1  内務省地方行政総局（GDLA）タスクフォースが D&D（ Decentralization & 

Deconcentration、地方分権化・業務分散化）の進捗状況とニーズに基づいた研修



 

を企画・実施して運営管理を行う。 
2-1 内務省地方行政総局職員がD&D政策及び地方行政に関する知識を得る。 
2-2 州知事・副知事がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
2-3 州事務所職員がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 

 
１－２－４ 投入（2008年9月末：評価時点） 
＜日本側＞ 
専門家：50.76人月 本邦研修：39名 
機 材：6万3,995米ドル 現地業務費：121万8,000円 

＜カンボジア側＞ 
カウンターパート配置：プロジェクトディレクター 1名 

プロジェクトマネージャー 1名、他メンバー 
事務所、施設及び事務所設備 
地方行政担当職員に対する研修実施の承認 

２．評価調査団の概要 

調査者 ＜カンボジア側＞ 
・H. E. Mr. Prum Sokha, Project Director, Secretary of State, Ministry of Interior（MoI）
・H. E. Mr. Sak Setha, Project Manager, Secretary of State, Ministry of Interior（MoI）
・H. E. Mr. Leng Vy, Director General, General Department of Local Administration
（GDLA）（Counterpart）  
＜日本側＞ 
・総  括：鵜飼彦行 JICAカンボジア事務所次長 
・地方行政：川北博史 JICA国際協力専門員 
・調査企画：寺田美紀 JICAカンボジア事務所企画調査員（グッドガバナンス） 
・評価分析：松原千枝子 ㈱シー・ディー・シー・インターナショナル 

調査期間 2008年10月13日～24日 評価の種類 中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
下記以外の成果はおおむね順調に達成されつつある。 
プロジェクト初期に設定した研修による知識の向上に関する指標（研修前後で試験結果

が30％以上向上する）については、今年次（第3年次）開始されたモデル州研修で初めて目
標値に到達した。研修後試験の結果は徐々に向上し、現在では7割を超えている。参加者が
従来D&D情報に接していて、研修前に一定の知識水準に達している場合には、向上の幅は
目標水準に達しないが、研修内容の研修員への定着に関しては向上しつつあることが指摘
できる。 
講師の質、特にターゲットグループに合わせた研修カリキュラムの作成能力、及び教授

法がより向上すれば、プロジェクト終了時までに達成が不可能という状況ではないと考え
られる。 
 

３－２ 評価結果の要約 
３－２－１ 5項目評価 
（1）妥当性 

以下のことから、本プロジェクトの妥当性は高いといえる。 
カンボジア政府は2004年7月に発表された国家開発戦略「Rectangular Strategy」で、

地方分権化・業務分散化（D&D）推進を明示、2005年6月に「D&D改革戦略フレーム 



 

ワーク」を承認、2008年5月に首都・州、市・郡に評議会を1年以内に設置すること
を定めた地方行政法を施行した。2008年9月に発表された新四辺形戦略では、地方行
政法の効果的な運用の推進、及び今後10年間の国家プログラムの策定に関して明示
されている。このプログラムには人材育成分野も主要課題に入ることが予想される
ことから、地方行政の人材育成のための研修運営能力の向上、地方行政にかかわる
職員の能力向上をめざす本プロジェクトは、カンボジア政府の政策に沿っていると
いえる。 
日本の援助政策はプロジェクト計画時から、長年の内戦による深刻な人材不足に

対処するための人づくりの重要性、行政機能の強化の必要性を明示している。地方
行政の人材育成のための研修運営能力の向上、地方行政にかかわる職員の能力向上
をめざす本プロジェクトは、JICAの使命2「公正な成長と貧困削減」、使命3「ガバナ
ンスの改善」に合致しているといえる。 
ターゲットグループのニーズへの適合性については、本プロジェクトで実施され

ている研修に対する参加者の満足度は常に8割を超えていることから、参加者のニー
ズに合った研修を提供できていると考えられる。 

 
（2）有効性 

以下の達成状況に鑑み、有効性はおおむね確保されていると考えられる。 
＜プロジェクト目標1「内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する」＞ 
研修の実施段階については、専門家の支援なしでほぼ実施できる水準に達してい

るものの、研修のニーズアセスメント実施やカリキュラム、モジュールの作成につ
いてはまだ向上の余地がある。GDLAタスクフォースメンバーは、D&D政策について
あまり知識のない人に対する研修カリキュラムやモジュールを作成する、という点
においては比較的高い能力を身につけた。一方、研修参加者のレベルに応じて研修
カリキュラムやモジュールを作成する能力については、まだ改善が必要である。ま
た、研修実施後の評価分析、報告書作成については、全員ができるようになるのは
第4年次になる見込みである。 
 
＜プロジェクト目標2「中央及び州レベルの地方行政に携わる職員の地方行政に関す
る知識が向上する」＞ 
研修前後試験の結果は、最近実施されたモデル州研修において初めて目標とする

向上水準に達した。研修による伸び率が高かった研修では、研修前試験の成績はお
しなべて低い。このことから、研修受講前の当該分野についての知識水準が高い場
合、研修による知識向上は目標とする水準幅に達しない傾向があることが見てとれ
る。しかしながら、研修講師の能力に起因する部分も多少は存在するため、引き続
き講師の質、とりわけ教授法に関する技術を高める努力が求められる。 

 
本邦研修に関しては、帰国研修員に聞き取り調査をしたところ、中央・地方政府

関係、地方議員制度、地方政府の役割等に関して日本の地方行政制度を学んだこと
による、基礎知識の向上が確認された。 

 
（3）効率性 

投入は、おおむねインセプション・レポートで示された計画どおりになされてい
る。 
本邦研修に関しては、過去の経験を生かし、1年次～3年次まで効率的に実施され

た。ただし、ニーズとリソースをより効率的に組み合わせるためには不断の調整が 



 

必要であった。また、帰国研修員が現地において研修教材を作成するうえで、より
日本の地方行政に関する記載の内容確認等の支援・助言があることが望ましかった。 
カウンターパートの配置については、一部のタスクフォースメンバーが、他の業

務のために活動に参加できないことがあることが指摘されている。 
 

（4）インパクト 
ポジティブなインパクトは、いくつか指摘できる。 
まず、地方行政に携わる人材育成のための制度や組織の整備の重要性に対する認

識が深まってきたことが大きなものとしてあげられる。内務省長官より、現在地方
行政に携わる人材育成のための新しい局を設立する計画である旨の発言があり、
Sub-decreeの草案が作成されている段階である。 
次に、法案作成や制度整備にあたり、自国の制度を他国と比較検討、検証するた

めの判断材料の一つとして日本の制度が参照されていることがあげられる。D&D改
革の過程において、様々な場で日本の例が言及されている。 
三点目として、本プロジェクトで作成・開発された研修教材や方法論、養成され

た講師が、2008年のMoIの新人職員研修や政策チームの新メンバー研修において活用
されたことがあげられる。 
一方、負のインパクトは現在のところ見当たらない。 

 
（5）自立発展性 

以下のことより、プロジェクト終了後においても政策、組織、制度面でのプロジ
ェクトの成果の自立発展性が確保される見込みは高いと考えられる。 
人材育成分野はD&D国家プログラムにおいて主要課題の一つとして取り上げられ

る予定であり、地方行政に携わる人材の育成は今後とも求められていく情勢である。
上述の設立が予定されている新局には、タスクフォースの何名かが配属される可能
性があるほか、カンボジア国地方行政能力向上プロジェクト（PILAC）の活動を通じ
て作成、実施されたカリキュラムや教材、研修方法等が新局を通じて生かされるこ
とが期待される。また、ヒアリングを行った講師8名はいずれも、今後とも講師を続
けたいとの意向であった。 

 
３－２－２ 効果発現に貢献した要因 
プロジェクト目標、成果達成に貢献している要因として、研修の質を高める取り組み

や工夫がなされていること、プロジェクトを取り巻く環境の変化についての情報を常に
収集し、戦略的にプロジェクトの方向性を確認、修正する対応がとられていること、地
方行政実態調査を行い、ニーズに合った研修を実施していることがあげられる。 
 

３－２－３ 問題点及び問題を惹起した要因 
プロジェクトの進行を阻害する大きな要素は現在のところ見当たらない。ただ、一部

のタスクフォースメンバーが兼務により多忙であり、プロジェクトの活動へ参加できな
い場合がある点については、程度によっては、今後プロジェクトの進行にマイナスの影
響を及ぼす可能性がある。 
成果達成のための外部条件「養成された研修講師が継続的に研修に従事する」は満た

されており、今後満たされなくなる要因も現在のところ見当たらない。一方、プロジェ
クト目標達成のための外部条件「カンボジア政府の地方分権化・業務分散化政策の方針
の大幅な変更がない」に関連し、地方行政法施行によりプロジェクトの支援を要する研
修ニーズが新たに発生している。このため、プロジェクトの実施にあたり、状況の変化 



 

に柔軟な対応が求められる状況となっている。 
 
３－２－４ 結 論 
十分な妥当性を有し、インパクトの発現においても相当の結果を得ていること、効率

性がおおむね確保されていること、有効性、自立発展性も確保される見込みであること
から、本プロジェクトは比較的よく運営され、成果をあげつつあるといえる。 
残るプロジェクト期間中に、目標達成への現在の取り組みを継続することに加え、変

化しつつある状況に戦略的に対応していくことが、より一層求められる。 
 

３－３ 提 言 
既述の実績、評価5項目による評価を踏まえての、プロジェクトの実施体制や運営への提

言は、以下のとおりである。 
 

３－３－１ プロジェクトの実施体制への提言 
タスクフォースメンバーのプロジェクトの活動への積極的な参加の確保にあたり、主

要なタスクフォースメンバーが地方行政に携わる人材育成を本来業務としていくよう、
調整が求められる。 
 

３－３－２ プロジェクトデザインに対する提言 
地方行政法施行によりプロジェクトの支援を要する研修ニーズが新たに発生したこと

が確認されている。中間レビューをベースとし、プロジェクト・デザイン・マトリック
ス（PDM）を以下のように修正することが必要である。 
 
（1）PDMの変更 
＜上位目標指標の変更＞ 

現在の指標を上位目標達成のための外部条件とし、指標としては研修を通じた人
材育成システムの受益者の規模を示すことが妥当であると考えられる。 

 
＜ターゲットグループの変更＞ 

地方行政法の成立に伴いD&D政策が著しく進展し、州・郡評議員の選挙が2009年5
月に予定されている状況下において、新たに設立される州・郡評議会を機能させる
ことが、新たな緊要な課題として政府関係者に認識されている。これを受け、評議
員及び知事会に対して研修を行うことが、第2回合同調整委員会（JCC）会合及び2008
年に開催されたD&Dテクニカルワーキンググループの第2回会合のなかで提案され
ている。このような外部条件の変化に鑑み、より重要なニーズにタイミングよく応
えていくことが限られた資源を有効かつ戦略的に活用するうえでも必要であると思
われる。 
具体的には、モデル州・特別市（5地域）の地方職員と州レベルの関係省庁職員を

ターゲットグループとする現在の活動計画から、評議員と知事会を対象に研修を実
施する計画への変更が求められると思われる。 
ターゲットグループの変更に伴い、現行のPDM1（2008年2月開催の第3回JCCにお

いて承認）に対し、成果の追加及びその成果達成のための活動の追加が必要となる。
また、各成果の指標の変更も必要となる〔詳細は付属資料1.のANNEX 1：PDM2（案）
参照〕。 
 

 



 

（2）州研修から得られた成果の活用 
モデル州・特別市（5地域）の地方職員を対象とする現在の活動計画から、評議員

と知事会を対象に研修を実施する計画への変更により、州研修実施の過程で得られ
た成果が今後生かされないおそれもあることから、育成された州研修講師や得られ
た教訓等を別の場で活用するような対策をとることが望ましいと思われる。 

 
３－３－３ 次年次（第4年次）の本邦研修（地方行政）への提言 
プロジェクト形成時の目的に関しては、地方行政法に目処が立ち、コア研修講師育成

に成果が出ていることからも、その役割は果たしたものと考えられる。また、2009年度
に関しては、現地において評議員向けのオリエンテーショントレーニング等の重要事業
が多く予定されていることからも、実施に関して見送ることが望ましい。 
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第１章 中間レビューの概要 
 

１－１ 中間レビュー調査団派遣の経緯と目的 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、長期間にわたった内戦の影響から行

政組織を支える中堅クラスの人材に乏しく、教育・訓練制度も不十分であり、公務員の人材育

成は遅れている。また、行政機構の整理も十分ではなく効果的・効率的な行政を営むにはほど

遠い。こうした背景において、カンボジア政府は1998年に行政改革国家プログラムを策定して

行政改革を進めており、2002年2月には初の地方選挙（直接選挙、比例代表制）を実施して、

1,621村・地区（コミューン・サンカット）の評議会を発足させた。2004年7月に発表された国
家開発戦略「Rectangular Strategy」で、行政サービスの向上に向けた地方分権化の推進の重要
性が明示されたことを受け、 2005年 6月には閣僚評議会が地方分権化・業務分散化

（Decentralization and Deconcentration：D&D）推進のための「D&D改革戦略フレームワーク」
を承認、2006年8月には、地方分権化政策を実施する国家地方分権化・業務分散化管理委員会

（National Committee for the Management of Decentralization and Deconcentration Reform：NCDD）
が設置され、議長を内務省（MoI）大臣が、事務局長を内務省副大臣が務めている。 
内務省地方行政総局（General Department of Local Administration：GDLA）は、D&D改革推

進の中核を担う実施機関として、地方自治制度、地方税財政制度、中央省庁と地方行政体の関

係等、法制度、制度整備及び運用を進める意向であるが、人材が大変不足しており、援助機関

の協力なしには実施が困難な状況である。カンボジアは2004年7月に地方行政能力向上のため

の人材育成、特に地方行政総局と州の行政官の人材育成に関して技術協力プロジェクト「地方

行政能力向上プロジェクト」を要請、日本政府による採択を経て、2006年12月14日にJICA-カ
ンボジア内務省間で、2007年1月より3年間の予定で本件プロジェクトの実施が合意された。 

現在、プロジェクト開始後、約1年半が経過しようとしている。この間、2008年5月にカンボ

ジアはより上層の行政レベルである首都・州（24）、市・郡（185）に間接選挙・比例代表制に

よる評議会を1年以内に設置することを定めた地方行政法を施行した。こうした状況も踏まえ

つつ、今般、中間レビューを実施することとする。具体的には、カンボジア側関係者と評価5

項目の視点からこれまでの成果を確認し、今後の活動の方向性に関する協議を実施する。 

 

１－２ 評価者の構成 

評価者の構成は以下に示すとおりである。 

 

担当分野 氏 名 所   属 

総  括 鵜飼 彦行 JICAカンボジア事務所 次長 

地方行政 川北 博史 JICA国際協力専門員 

調査企画 寺田 美紀 JICAカンボジア事務所 企画調査員（グッドガバナンス） 

評価分析 松原 千枝子 ㈱シー・ディー・シー・インターナショナル 
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氏 名 役    職 

H. E. Mr. Prum Sokha Secretary of State, Ministry of Interior（MoI）（Project Director）

H. E. Mr. Sak Setha Secretary of State, Ministry of Interior（MoI）（Project Manager）

H. E. Mr. Leng Vy 
 

Director General, General Department of Local Administration
（GDLA）（Counterpart）  

 

１－３ 調査日程 

2008年10月13日～10月24日（なお、地方行政担当団員は10月19日から現地入りし24日にかけ

て現地調査を実施。詳細は以下のとおりである。） 

 

日順 月日 活動概要 備考 担当団員 

1 10/13 
（月） 

09:00 調査日程確認（於JICAカンボジア事務所） 
10:00 専門家との会合（於プロジェクト事務所） 
PM  現地資料収集・整理（於プロジェクト事務

所） 

プ ノ ン ペ
ン泊 
 

評価分析・ 
調査企画 
評価分析 

2 10/14 
（火） 

09:00 GDLAタスクフォースコーディネーター
（Mr. Prak Vannarith）へのインタビュー（於
内務省） 

PM  現地資料収集・整理及び専門家との協議（於
内務省） 

プ ノ ン ペ
ン泊 
 

評価分析 

3 10/15 
（水） 

09:30 プロジェクトマネージャー及びカウンタ
ーパート（カンボジア側評価団）との協議
（於内務省） 

PM  現地資料収集・整理（於プロジェクト事務
所） 

プ ノ ン ペ
ン泊 
 

総括・評価分
析・調査企画 
カンボジア評
価団員 
評価分析 

4 10/16 
（木） 

AM  現地資料収集・整理（於プロジェクト事務
所） 

14:30 GDLA研修受講者（Mr. Hov Lenin, Deputy-
Director, Department of International 
Relations, MoI）へのインタビュー（於内務
省） 

16:00 評価分析案結果取りまとめ（於 JICA事務
所） 

プ ノ ン ペ
ン泊 
 

評価分析 
 
評価分析 
 
 
 
評価分析・調査
企画 

5 10/17 
（金） 

06:00 移動（プノンペンからコンポンチャム州
都） 

08:30 モデル地域の郡職員に向けた研修視察（於
コンポンチャム州都）、コアトレーナー及び
郡研修参加者（Mr. Prak Samoeun, GDLA Task 
Force and Participant, Mr. Im Sophozmaroot, 
Deputy- Governor, Cheung Prey District, 
Kampong Cham）へのヒアリング 

13:00 移動（コンポンチャム州都からプノンペ
ン） 

プ ノ ン ペ
ン泊 
 

評価分析・調査
企画 
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日順 月日 活動概要 備考 担当団員 

6 10/18 
（土） 

評価分析結果まとめ、合同評価報告書案・ミニッ
ツ案作成 

プ ノ ン ペ
ン泊 

評価分析 

7 10/19 
（日） 

AM  地方行政団員日本発→ 
18:45 地方行政団員プノンペン着 

プ ノ ン ペ
ン泊 

地方行政（到
着） 

8 10/20 
（月） 

08:30 本邦団員と JICAカンボジア事務所長によ
る協議（評価分析結果まとめ、合同評価報
告書案・ミニッツ案の検討）（於JICAカン
ボジア事務所） 

15:30 プロジェクトマネージャー（カンボジア側
評価団）との協議（於内務省） 

プ ノ ン ペ
ン泊 
 

本邦評価団 
 
 
本邦評価団・カ
ンボジア評価
団員 

9 10/21 
（火） 

08:30 本邦研修「地方行政」研修経験者、現GDLA
タスクフォースコーディネーター（Mr. So 
Munyraksa, Coordinator, GDLA）へのインタ
ビュー（於内務省） 

11:00 本邦研修「地方行政」研修経験者、現GDLA
タスクフォースコーディネーター（Ms. Lay 
Onry, Coordinator, GDLA）へのインタビュ
ー（於内務省） 

14:30 GDLAタスクフォース（Mr. Soth Kosal, 
GDLA）へのインタビュー（於内務省） 

プ ノ ン ペ
ン泊 

地方行政・評価
分析 

10 10/22 
（水） 

09:00 本邦研修「地方行政」研修経験者、現コア
講師（Mr. Chou Meng Chan, Core Trainer）へ
のインタビュー（於プノンペン市） 

11:00 本邦研修「地方行政」研修経験者、現州研
修講師（Mr. Teak Ven, Provincial Trainer, 
Chief of Training Office, Phnom Penh 
Municipality）へのインタビュー（於プノン
ペン市） 

14:30 州研修講師（Mr. Oum Mareth, Provincial 
Trainer, Deputy Governor of Khan Mean 
Chey, Phnom Penh Municipality）へのインタ
ビュー（於プノンペン市Khan Mean Chey区
事務所） 

プ ノ ン ペ
ン泊 

地方行政・評価
分析 

11 10/23 
（木） 

AM  本邦評価調査団側協議 
PM  日本・カンボジア合同評価調査団協議準備 

プ ノ ン ペ
ン泊 

地方行政・評価
分析・調査企画 

12 10/24 
（金） 

08:30 JICA事務所報告 
09:00 日本・カンボジア合同評価調査団協議 

（評価分析結果に関する意見交換）（於内
務省） 

15:00 日本国大使館報告 
帰国報告会等、今後の日程確認 
本邦団員プノンペン発→バンコク着 

 
 

本邦評価団 
日本・カンボジ
ア全団員 
 
本邦評価団・調
査企画 
 

 



－4－ 

１－４ 主要面談者 

主要な面談者は以下のとおりである。 

 

氏 名 役  職 

H. E. Sak Setha Secretary of State, MoI 

H. E. Leng Vy Director General, GDLA 

H. E. Mr. Ngan Chamroeun Deputy Director General, DOLA, GDLA 

Mr. Yin Malyna Deputy Director, DOLA, GDLA 

Mr. Prak Vannarith Coordinator, GDLA 

Mr. So Munyraksa Coordinator, GDLA 

Ms. Lay Onry Coordinator, GDLA 

Mr. Soth Kosal GDLA Task Force 

Mr. Prak Samoeum GDLA Task Force 

Mr. Chou Meng Chan Core Trainer, Phnom Penh Municipality 

Mr. Teak Ven Provincial Trainer, Chief of Training Office, Phnom Penh 

Mr. Oum Mareth 
 

Provincial Trainer, Deputy-Governor of Khan Mean Chey, Phnom 
Penh 

Mr. Hov Lenin Deputy-Director, Department of International Relations, MoI 

Mr. Im Sophozmaroot Deputy-Governor, Cheung Prey District, Kampong Cham  

 

１－５ 評価項目・評価方法 

１－５－１ 評価手法 

本評価調査は、『JICA事業評価ガイドライン（2004年1月：改訂版）』に基づき、PDMを用
いた評価手法に則って実施した。『JICA事業評価ガイドライン』による評価は、以下のとお
り、4つの手順で構成されている。 

 

① プロジェクトの計画を論理的に配置したプロジェクト・デザイン・マトリックス

（Project Design Matrix：PDM）を事業計画としてとらえ、評価デザインを確定する。 
② いくつかのデータ収集方法を通じて入手した情報を基に、プロジェクトの現状を、実

績・実施プロセス・因果関係の観点から把握・検証する。 

③ 「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」の5つの観点（評価5項目）

から、プロジェクトの成果（アウトカム）を評価する。 

④ 上記①から③を通じ、プロジェクトの成否に影響を及ぼした様々な要因の特定を試み、

プロジェクトの残りの実施期間の活動に対しての提言を抽出する。 

 

当プロジェクトの評価に適用される評価5項目の各項目の定義は、以下のとおりである。 
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評価5項目 JICA事業評価ガイドラインによる定義 

妥当性 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が受益者
のニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と日
本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、
公的資金であるODA で実施する必要があるかなどといった「援助プロジェ
クトの正当性・必要性」を問う視点。 

有効性 プロジェクトの実施により、本当に受益者若しくは社会への便益がもたらさ
れているのか（あるいはもたらされるのか）を問う視点。 

効率性 主にプロジェクトのコスト及び効果の関係に着目し、資源が有効に活用され
ているか（あるいはされるか）を問う視点。 

インパクト プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効
果をみる視点。この際、予期しなかった正・負の効果・影響も含む。 

自立発展性 援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるい
は持続の見込みはあるか）を問う視点。 

 

１－５－２ データの収集方法 

本評価調査では、評価分析のために定性的・定量的データを以下の方法で収集した。 

 

（1）プロジェクト関係資料のレビュー 

事前準備期間及び現地調査中に以下の関係資料を収集、分析した。 

・カンボジア国地方行政能力向上プロジェクト事前調査報告書（2006.1） 

・Inception Report（2007.4）  
・Phase 1 Project Completion Report（2007.8）  
・Phase 2 Project Completion Report（2008.3）  
・Phase 3 Project Implementation Plan（2008.3）  
・Progress Report 1（January 2007 – July 2008）（2008.8）  
・Joint Coordination Committee（JCC）協議録（1～3回目）  
・Workshop Report on the Review of GDLA Officials Training 2nd and Selected Officials 

Training from All Provinces/Municipalities 1st（2008.2）  
・Workshop Report on New Core Trainers（Training of New Core Trainers）（2008.1）  
・Report on Workshop on Training Management for GDLA Task Force（2007.11）  
・Report on Kickoff Workshop in Project Phase 2（2008.1）  
・Report on the Capacity Enhancement Training Course for Selected Officials from All 

Provinces/Municipalities on the Progress of the Decentralization and Deconcentration 
Policy（2008.1）  

・Report on the Capacity Enhancement Training Course for Civil Servants of the Ministry of 
Interior on the Progress of the Decentralization and Deconcentration Policy（2007.12）  

・Top Management Seminar on Decentralization & Deconcentration Policy Implementation 
Report（Draft）（2007.7）  

・GDLA Officials Training Implementation Report（Draft）（2007.7）  
・Manual on Training Preparation（work in progress）（2007.9時点）  
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・Situation Analysis of Provincial and District Administration in Cambodia 2nd Draft
（2008.6）  

・本邦研修報告書「トップマネージメント」2008.3.16-22実施  
・本邦研修報告書「トップマネージメント」2007.2.12-17実施  
・本邦研修報告書「地方行政」2007.10.2-11.11実施  
・D&D動向報告（2008.5、2008.8）  
・Rectangular Strategy Phase 2（2008.9）  
・Organic Law 

 

（2）主要ステークホルダーへの個別インタビュー 

プロジェクトの実績の検証、阻害要因、自立発展性など、多岐にわたる内容について、

関係者へ個別インタビューを実施した。 

・プロジェクトマネージャー 

・GDLAタスクフォースメンバー 
・本邦研修帰国研修員 

・コアトレーナー 

・州トレーナー 

・モデル州研修参加者 

・GDLA研修参加者 
・日本人専門家 

 

（3）コンポンチャム州でのモデル州研修視察 

 

１－５－３ 評価方法における留意点 

カンボジアのD&Dに対する支援を実施しているドナーは複数存在しているが、本評価は一
義的にプロジェクトを対象としたものとなっている。 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 

実績の把握にあたっては、2008年2月18日に開催された第3回合同調整委員会（JCC）時の配布
資料「第3年次実施計画」に添付されたPDMをベースとする。 
 

２－１ 投入実績 

投入実績の詳細は付属資料2.（表 ANNEX1-1及び1-2）に示すとおりである。投入はおおむ
ね計画どおりになされている。 

 

２－２ 活動実績 

活動実績の詳細は付属資料2.（表 ANNEX1-3～1-8）に示すとおりである。活動はほぼ予定
どおりに実施されている。 

 

２－３ 成果達成状況及び技術移転状況 

２－３－１ 成果達成状況 

成果達成状況は、以下の表2-1～2-4に示すとおりである。 

〔①：第1年次（2007年2月～8月） ②：第2年次（2007年9月～2008年3月） ③：第3年

次（2008年4月～2009年3月） ④：第4年次（2009年4月～2010年1月）〕 

 

表２－１ 成果1-1の達成状況 

成果 1-1：内務省地方行政総局（ GDLA）タスクフォースが D&D（ Decentralization & 
Deconcentration、地方分権化・業務分散化）の進捗状況とニーズに基づいた研修を
企画・実施して運営管理を行う。 

指 標 達成状況 情報源 

1-1-1 研修教材、モジュー
ル、カリキュラムが
GDLAタスクフォー
スにより作成される。 

①3セッション分のプレゼンテーション、2種の
テキスト、GDLA研修のカリキュラム作成。 
②全州選抜職員研修のカリキュラム作成。 
③地方行政法制定に伴い、D&D 1セッション、
地方行政法3セッション分のプレゼンテーシ
ョン、講義ノート、レクチャープラン、前後
試験を作成。 

専門家 

1-1-2 コア研修講師養成研
修（TOT）が3回実施
される。 

毎週のミーティング（第1年次20回）、ワークシ
ョップ〔W/S（2回）〕、実務を通じた研修（OJT）
方式等で毎年度実施。 

研修記録 

1-1-3 コア研修講師候補者
の70％以上がコア研
修講師として選定さ
れる。 

②初めの自己評価：W/S後2.0、実際の研修実施
後2.3（of 4） 

③リフレッシュ研修中の試験結果により20名
中、15名選定。 

最終的な決定は、プロジェクト終了までに講師
に対する試験、研修参加者の研修前後試験結果、
研修参加者の講師に対する満足度によりなされ
る。 

研修中のア
ンケート 
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指 標 達成状況 情報源 

1-1-4 参加者によるコア研
修講師の評価が平均
で8以上である。 

7.93〔①GDLA研修（第1回）、②GDLA研修（第
2回）、②全州選抜職員研修（第1回目）、計11名
の評価〕 
※①第1回GDLA研修（4回に分けて実施）の初
回を除く平均値は8.34 

研修中のア
ンケート 

1-1-5 国別研修1：地方行政
を30人が受講する。 

30人（うち10人はプロジェクト開始前） 研修記録 

1-1-6 国別研修1：地方行政
の参加者の理解度が
向上する。 

②国別研修1：地方行政目標到達度研修前後比較
で 伸 び が み ら れ る （ 平 均 で 3.5→4.5 、
2.8→4.4、2.9→4.5 of 5など）。 

本邦研修評
価記録 

1-1-7 国別研修1：地方行政
において研修教材が
作成され、プロジェク
トの研修で用いられ
る。 

2006年実施研修成果に基づき、GDLA職員研修
（第1回）教材作成。②に実施分の成果は③に反
映。 

研修教材 

1-1-8 GDLAタスクフォース
に 研 修 運 営 業 務 が
徐々に移管される。 

①には話し合いながらワークブレークダウン
ストラクチャー（WBS）作成、②までは専門家
がタスクフォース（T/F）をフォローしつつ作業
を行ったが、③にはWBSのフォーマットを渡し
たのみで、各グループで独自にWBSを作成して
いる。 
研修運営業務を徐々にタスクフォースに移管

しているが、各研修参加者からの運営評価は変
わらず高い。 

ワークブレ
ークダウン
ストラクチ
ャー 

1-1-9 D&D政策と地方行政
に関する現状報告書
が作成される。 

地方行政の現状調査報告書ドラフト作成済み。
D&D動向は随時フォロー。 

報告書（最
終版） 

1-1-10 地方行政人材育成
制度の現状について
の報告書が作成され
る。 

実態調査2で特に人材育成制度面に焦点をあて
て調査を実施、2008年10月中旬にドラフト作成
予定。 

報告書（最
終版） 



－9－ 

表２－２ 成果2-1の達成状況 

成果2-1：内務省地方行政総局職員がD&D政策及び地方行政に関する知識を得る。 

指 標 達成状況 情報源 

2-1-1 GDLA職員に対する
地方行政研修が16回
実施される。 

①②で8回実施済み。 
（③に4回、④に4回実施予定） 

研修記録 

2-1-2 延べ400人のGDLA職
員がGDLA職員に対
する地方行政研修に
参加する。 

①②計186名（うちGDLA職員は137名） 
内務省のGDLA以外の局からのある参加者は、
地方行政法は内務省職員にとって最低限必要な
基礎知識であり、研修は非常に有益であったと
とらえている。 

研修記録 
（出席簿） 

2-1-3 研修前後試験の平均
点が30％改善する。 

第1回GDLA職員研修前後試験：18.8％向上 
第2回GDLA職員研修前後試験：17.3％向上（研
修前試験正答率52.0％） 
※改善の幅が小さいのは研修前試験成績水準の
高さに負うところが大きい。 

・研修前後

試験 

・アンケー

ト 
・専門家 

2-1-4 国別研修2：トップマ
ネージメントに延べ
9人の職員が参加す
る。 

3名×3回参加済み 研修記録 

2-1-5 国別研修2：トップマ
ネージメント参加者
の理解度が向上す
る。 

①コースの目的が適切であり、非常に有益であ
ったとの回答。 

②目標達成度の研修前後比較で伸びがみられる
（平均で 3.3→4.3、 3.0→4.0、 3.0→4.0、
3.0→4.0 of 5）。コースの目的が適切であり、
非常に有益であったとの回答。 

本邦研修評
価記録 

2-1-6 国別研修2：トップマ
ネージメント参加者
が研修に携わる。 

①第1回トップマネージメントセミナーで講師
を務めた。 

②第2年次の研修教材作成に協力があった（地方
行政法に関するビデオ教材の講師を務める）。 

③研修教材作成のための会議を開催し、改善点
に関するコメントがあった。 

研修記録 

 

表２－３ 成果2-2の達成状況 

成果2-2：州知事・副知事がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 

指 標 達成状況 情報源 

2-2-1 トップマネージメン
トセミナーが6回開
催される。 

①2回実施  
③2回実施 
（④2回実施予定） 

研修記録 

2-2-2 全県・市の知事及び
副知事がトップマネ
ージメントセミナー
に参加する。 

①総数164名中、計161名参加 
③総数219名中、215名参加。全参加者数は262
名。 

研修記録 
（出席簿） 
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指 標 達成状況 情報源 

2-2-3 研修に参加した知事
及び副知事のD&D政
策及び地方行政に関
する理解度が向上す
る。 

第1回トップマネージメントセミナー参加者理
解度事項評価8.27（of 10） 
 

アンケート 

 

表２－４ 成果2-3の達成状況 

成果2-3：州事務所職員がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 

指 標 達成状況 情報源 

2-3-1 全12州から選定され
た職員に対する地方
行政研修が12回実施
される。 

②4回実施済み 
（③4回実施予定） 

研修記録 

2-3-2 延べ360人の州事務
所職員が研修に参加
する。 

②118名 
（③120名予定） 

研修記録 
（出席簿） 

2-3-3 州職員の研修前後試
験の平均点が30％改
善する。 

 

第1回全州選抜職員研修前後試験結果：14.3％向

上（研修前試験正答率60.0％） 

※一部に誤った内容を教えたケースがあったた

め、研修後試験結果の水準が下がっている。

また、以前から参加者が知識を有していると

思われる内容について問う試験であったた

め、研修前試験成績の水準が高かったことが

原因と考えられる。 

・研修前後

試験 

・アンケー

ト 

・専門家 

2-3-4 州研修講師のための
TOT研修が 2回実施
される。 

③1回実施（15人/回×2回の予定を30人/回×1回
に変更） 
※各州6人×5州で合計30人。各州研修講師候補
者は州チームとして同じ研修を受ける必要が
あり、分割が困難であったこと、日程的に2
回に分けられなかったことから、1回で実施さ
れた。 

研修記録 

2-3-5 州研修講師の研修前
後試験の平均点が
30％改善する。 

26％（研修前試験正答率53％） 
※州研修講師のTOTに際しては、通常の研修と
異なり、事前に地方行政法を読むことが求め
られた。そのため、研修前試験の成績が通常
の州研修より高水準となっている。 

・研修前後

試験 

・アンケー

ト 

・専門家 
2-3-6 モ デル州において

州・郡職員に対する
地方行政研修が延べ
80回開催される。 

開催中（③20回、④20回、計40回開催予定） 
※単純な転記ミスであり、40回が指標として想
定されていた数字である。 

専門家 
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指 標 達成状況 情報源 

2-3-7 モデル州において延べ
1,000人の州・郡職員が
研修に参加する。 

〔③500名（各州50名＋各郡50名、5州計500名）
予定〕 
（④500名、内訳同上） 

研修記録 
（出席簿） 

2-3-8 州・郡職員の研修前
後試験の平均点が
30％改善する。 

③プノンペン市32％（研修前試験正答率41.1％） 
コンポンチャム州46％（同33％） 

研修前後試
験、アンケ
ート 

 

研修による知識の向上（指標：研修前後で試験結果が30％以上向上する）については、今

年次（第3年次）開始されたモデル州研修で初めて目標値に到達した。研修後試験の結果は

徐々に向上し、現在では7割を超えている。参加者が従来D&D情報に接していて、研修前に
一定の知識水準に達している場合には向上の幅は目標水準に達しないが、研修内容の研修員

への定着に関しては向上しつつあることが指摘できる（図2-1参照）。一部に誤った内容を教

えた事例があった点等、留意が必要ながら、講師の質、特にターゲットグループに合わせた

研修カリキュラムの作成能力、及び教授法がより向上すれば、プロジェクト終了時までに達

成が不可能という状況ではないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：第2回GDLA職員研修（2007.12）及び第1回全州選抜職員研修（2008.1）のD&D

政策、地方行政法についてのカリキュラム、研修内容は同じである。 

 

図２－１ 研修前後試験結果の推移 

 

モデル州での研修結果を州と郡、市と区に分けた結果を表2-5に示す。研修前試験で区/郡

職員のほうが高い成績となっている理由については、現段階では特定できず、全5州の結果

が待たれる。 
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表２－５ モデル州研修前後試験結果内訳 

研修前試験 伸び率 研修後試験 
研修名 

％ ％ ％ 

モデル州研修：プノンペン市（2008.10） 41.1 32.0 73.1 

うち 市職員 40.4 32.8 73.2 

うち 区職員 43.7 30.3 74.0 

モデル州研修：コンポンチャム州（2008.10） 33.0 46.0 79.0 

うち 州職員 29.5 51.0 80.5 

うち 郡職員 36.6 40.3 76.9 

 

GDLA職員研修については、GDLA職員延べ400名が参加することが指標に掲げられている
が、実際には内務省のGDLA以外の職員が数多く出席している。本来想定されていたターゲ
ットグループではないが、内務省の枢要な部局からの参加も多く、また地方行政法について

は内務省職員は当然知っているべき内容で、他ドナーの支援するプロジェクトを実施するう

えでも研修が非常に有益であったと受け止められていることから、本研修への関心の高さを

示すものとして、前向きに評価されるべき結果と考えられる。 

 

２－３－２ 技術移転の状況 

成果指標「1-1-4 参加者によるコア研修講師の評価が平均で8以上である」「1-1-8 GDLA
タスクフォースに研修運営業務が徐々に移管される」「2-1-6 国別研修2：トップマネージメ

ント参加者が研修に携わる」がいずれも向上の傾向を示していることから明らかなように、

研修運営能力の向上、講師能力の向上、といった形で、OJTやワークショップ、本邦研修な
ど様々な活動を組み合わせて技術移転が徐々に進められている。 

また、短期専門家が本邦研修で講師を務めるといった工夫がなされることで、研修効果の

フォローアップを高め、効果的な活動の連携を行う試みがなされている。 

 

２－４ プロジェクト目標及び上位目標の達成見込み 

２－４－１ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標の達成状況は、表2-6に示すとおりである。指標1-1を除いては、達成さ

れている。 
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表２－６ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標1：GDLA職員の研修運営能力が向上する。 
2：中央レベル及び州レベルの地方行政に携わる職員の地方行政に関する知

識が向上する。 

指 標 達成状況 情報源 

1-1 GDLAタスクフォースが
研修を自ら運営でき
る。 

①自己評価0.9→②1.9→③2.8（of 3） 
*3段階評価で3は「支援なしで自分でできる」段
階である。 
専門家による評価では、研修の実施段階につい
ては、専門家の支援なしでほぼ実施できる水準
に達しているものの、研修のニーズアセスメン
トやカリキュラム、モジュールの作成について
は第4年次での強化が必要である。また、研修実
施後の評価分析、報告書作成については、タス
クフォースメンバーに順々に経験を積ませてい
るところであり、ある程度の水準に達しつつあ
るメンバー（2名）と未経験のメンバーとがあり、
全員ができるようになるのは第4年次になる見
込みである。 

・レビュー
シートに
よる自己
評価 

・専門家 

1-2 GDLAタスクフォースの
研修運営に対する評価
が8以上である。 

トップマネージメントセミナー（第1回）：9.33 
GDLA職員研修（第1回）：8.34、同（第2回）：
8.62 
全州選抜職員研修（第1回）：9.28 

アンケート 

2-1 研修参加者の研修に対
する満足度が8以上で
ある。 

第1回GDLA職員研修参加者満足度：8.1 
第2回GDLA職員研修参加者満足度：8.26 
第１回全州選抜職員研修参加者満足度：8.88 

アンケート 

2-2 地方行政に関する職員
の知識が向上する。 

ごく一部を除き、研修前後試験結果では向上が
みられる。 

研修前後試
験、アンケ
ート 

 

２－４－２ 上位目標の達成見込み 

上位目標の達成に関連する状況は、下表2-7に示すとおりである。 

 

表２－７ 上位目標の達成に関連する状況 

上位目標：カンボジアにおいて研修等を通じて地方行政にかかわる人材が育成される。 

指 標 状 況 情報源 

1 制度及び組織整備がな
されつつある。 

内務省に人材育成のための新局を設立する計画
であり、現在設立に必要なSub-decreeのドラフト
を作成中である。2008年末の設立をめざしてい
る。 

内務省長官
からの聞き
取り 
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２－５ プロジェクト実施プロセス 

２－５－１ 活動の実施・成果の達成 

JICAの技術協力プロジェクトはカンボジアで活動する他ドナーの支援に比べ、カウンター
パートへの金銭的インセンティブを制限している。こうした前提条件の下で、カンボジア側

カウンターパートの本プロジェクトへのコミットメント、及びプロジェクトの成果の達成状

況は評価できるレベルにあると考えられる。その要因は、決して1つだけの理由に起因する

ものではなく、以下のような複数の要因が組み合わさったものと想定される。 

① 新しい知識を得られる本邦研修への参加の機会と手当 

② 研修を計画し実施した達成感（しかも自らの上司等が対象） 

③ プロジェクトが取り組んでいる課題が省内・局内の優先順位の高いものであること 

④ プロジェクトの課題に取り組むことによって昇進等のイメージが想定できること 

⑤ 研修講師を務めることによる金銭的補助 

 

現時点での本プロジェクトへのカウンターパートのコミットメント、及びプロジェクト成

果の達成状況は、プロジェクト専門家をはじめとする関係者の適切な目標設定・人間関係づ

くり・様々なスキームを活用するといった工夫によってつくり出されたものと考えられる。

ただし、この評価の一方で、現在まで他ドナーのように金銭的なインセンティブを与えてい

ないことによって、効率性の面で損なわれた部分もあることは否定できない。協力が更に長

期間にわたる場合、上記の工夫等でカウンターパートから継続的に十分な協力が引き出して

いけるかどうか、早い時期に検討・対応していくことが必要である。 

成果及びプロジェクト目標の達成に寄与していると考えられる、プロジェクト活動の質の

向上に向けた取り組みや細かな工夫は、ほかにも随所に施されている。 

具体的にはまず、PDMを変更して活動を追加したり、より明確にしたりしたことがあげら
れる。地方行政実態調査を活動に追加したことで、研修内容や研修対象者の妥当性を確認す

るとともに、研修参加者のニーズにより適切に対応した研修を提供することが可能になった。

また、活動の明確化により、本邦研修の成果をカンボジア国内での活動と結びつける方法が

明示され、実際にその方法に沿って本邦研修の準備、支援、フォローアップ活動がなされて

いる。さらに、短期専門家を本邦研修の講師としても活用することで、現地の活動と本邦研

修の活動のフォローアップをきめ細かく行う試みがなされている。 

研修を主体としたプロジェクトであるため、能力向上という目に見えない成果を可視化す

るために、数多くのモニタリング活動が行われていることも細かな工夫としてあげられる。

このモニタリング結果が分析され、そこから得られた教訓が次の活動に様々な形でよく反映

されているとともに、タスクフォースメンバーがモニタリング評価をOJTにより実践的に習
得することにつながっている。また、各種研修の準備から評価に至る各ステージ、特に準備

段階で研修の成果を高めるための日常的な細かい工夫や配慮が多数施されている。 

 

２－５－２ マネージメント体制 

本プロジェクトは、カンボジアのD&D政策が進行中で、状況が流動的ななかで開始された
ため、プロジェクトをとりまく外部環境の変化に柔軟に対応することの必要性が、プロジェ

クト開始前から認識されている。具体的には、最終的な地方行政組織や機能、人員配置及び
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異動、人材育成制度がどうなるのかが未確定であり、妥当な研修の内容や対象者、受益者規

模、技術移転の対象者を限定することが困難な状況にある。このため、D&D政策の動向調査
が活動に含まれ、中央レベルでの関係ドナーや政府関係者との面談、地方レベルでの実態調

査などの手段で情報収集の努力が不断に行われている。このことが、地方行政法制定に伴う

状況変化に適切に対応でき、ニーズに合った研修をタイミングよく提供することにつながっ

ている。ただし、他ドナーとの役割分担や調整を連携につなげるにあたっては、今後更なる

対応が必要となる。 

現在のタスクフォースメンバーはGDLAの様々な局から集まっており、優秀な人材を確保
できている一方で、組織としての能力向上につながりにくく、プロジェクト終了後の活動成

果の持続が担保されていないという課題を抱えている。卑近な例では、プロジェクトの活動

のためにメンバーが一堂に会するミーティングの日程調整が困難である、という指摘があっ

た。また、タスクフォースメンバーにとっては通常業務に加えての付加的な活動であり、一

部のタスクフォースメンバーがプロジェクト活動に参加できないことがある、という問題も

生じている。 

最近、結成されたD&D改革推進のための政策支援チームのメンバーには、カンボジア国地
方行政能力向上プロジェクト（PILAC）タスクフォースのメンバーが何人か含まれている。
このことにより、PILACの成果が政策・制度形成に活用・反映される効果が期待できるもの
の、一方で、PILACタスクフォースメンバーが政策チームメンバーとしての業務遂行のため
に、より多くの時間を割かなければならない可能性も生じている。 

 

２－５－３ 外部条件の状況 

地方行政法制定に伴い、2009年5月に地方評議員選挙が開催される運びとなり、選出され

る評議員や評議会職員への研修の必要性が生じている。第3回JCCや2008年に開催されたD&D
テクニカルワーキンググループの会合においても選挙後の評議員及び知事会に対する研修

の必要性が主要課題の一つとして述べられている。 

 

２－５－４ 他との連携 

マネージメント体制の項で既述のように、D&D政策の動向把握のために中央レベルでの関
係ドナーや政府関係者との面談などの情報収集の努力が不断に行われている。また、PILAC
のセミナーへの他ドナーや関係他省庁職員の招待や、地方実態調査を通じた王立行政学院

（Royal School of Administration：RSA）や経済財務研究所（Economy and Finance Institute：
EFI）との交流により情報交換が促進されている。 
北東州開発プロジェクトとの連携も行われている。合同セミナー開催や日常的な情報交換

により、プノンペンでは分からない地方の実態の把握が可能になっているとともに、PILAC
で養成された講師や作成された研修モジュールを用いて北東州で研修が行われる予定にな

っているなど、相乗効果の発現に寄与している。 
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第３章 評価5項目によるレビュー結果 
 

評価5項目による評価結果を以下に記す。 

 

３－１ 妥当性 

以下のことから、本プロジェクトの妥当性は高いといえる。 

カンボジア政府は2004年7月に発表された国家開発戦略「Rectangular Strategy」で、地方分権
化・業務分散化（Decentralization and Deconcentration：D&D）推進を明示、2005年6月にD&D
推進のための「D&D改革戦略フレームワーク」を承認、2008年5月に首都・州（24）、市・郡（185）
に間接選挙・比例代表制による評議会を1年以内に設置することを定めた地方行政法を施行し

た。2008年9月に発表された新四辺形戦略では、地方行政法の効果的な運用の推進、及び今後

10年間の国家プログラムの策定に関して明示されている。このプログラムには2010年から10年

間にわたる目標や戦略、活動などが規定される予定であり、人材育成分野も主要課題に入るこ

とが予想されることから、地方行政の人材育成のための研修運営能力の向上、地方行政にかか

わる職員の能力向上をめざす本プロジェクトは、カンボジア政府の政策に沿っているといえる。 

日本の援助政策は外務省の現行の国別援助計画、JICAの国別事業実施計画ともどもプロジェ
クト計画時から、長年の内戦による深刻な人材不足に対処するための人づくりの重要性、行政

機能の強化の必要性を明示している。JICAが2008年10月に組織改編を行ったこともあり、カン
ボジアに対する日本の援助政策も新JICAの新たなビジョン「すべての人々が恩恵を受ける、ダ
イナミックな開発の促進」に向けた、4つの「戦略」と、4つの「使命」を踏まえつつ再整理が

行われることが予想されるが、地方行政の人材育成のための研修運営能力の向上、地方行政に

かかわる職員の能力向上をめざす本プロジェクトは、新JICAの使命2「公正な成長と貧困削減」、
使命3「ガバナンスの改善」に合致しているといえる。 

ターゲットグループのニーズへの適合性については、本プロジェクトで実施されている研修

に対する参加者の満足度は常に8割を超えていることから、参加者のニーズに合った研修を提

供できていると考えられる。 

本邦研修「地方行政」については、内戦のため、地方行政分野に関する過去の経験・教訓を

失ったカンボジア地方行政関係者にとって、地方行政法を作成し、地方分権化政策を推進する

うえで、他国における、地方行政の意義、行政サービス提供の様子、そのための人的資源の重

要性を認識し、自らの制度構築に関してのイメージをもつことは非常に重要であった。日本の

明治維新以降の地方行政の歩み、地方行政サービスの多様性・比較的最近の地方分権化政策の

実施・1990年代後半の行政改革等といった経験は、行政サービス向上に向けた地方分権化政策

推進を進めるカンボジア側に一つの有益な事例であったと考えられる。また、内戦という違い

はあるが、国土が疲弊した状態から短期間の間に経済成長を遂げた日本の歴史的背景というも

のは、広島復興の事例とあいまって、上記の経験・教訓を学ぶうえで有益なインパクトを与え

ている。 

本邦研修「トップマネージメント」についても、上記と同様の点が指摘できる。加えて、研

修参加者のいずれもが地方行政法の起草に携わるようなカンボジアのD&D改革推進にあたっ
ての要職についており、かつ参加者延べ9名のうち、6名がプロジェクト期間中にD&D改革推進
にあたりより責任の重い役職につくようになっていること、研修員による研修評価が高いこと、
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D&D改革推進にあたって、日本の事例が言及される機会が散見されていることから、地方分権
化政策推進を進めるカンボジア側に対する有益な活動であったと考えられる。現地の「トップ

マネージメントセミナー」で講師を務める短期専門家が、本邦研修「トップマネージメント」

でも講師を務めるという形をとり、きめ細かいフォローアップが行われる工夫が施されている。 

 

３－２ 有効性 

以下の達成状況に鑑み、有効性はおおむね確保されていると考えられる。 

プロジェクト目標1「内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する」に関しては、研

修の実施段階については専門家の支援なしでほぼ実施できる水準に達しているものの、研修の

ニーズアセスメント実施やカリキュラム、モジュールの作成についてはまだ向上の余地がある。

地方行政総局（GDLA）タスクフォースメンバーは、D&D政策についてあまり知識のない人に
対して研修カリキュラムやモジュールを作成する、という点においては比較的高い能力を身に

つけた。一方、研修参加者のレベルに応じて研修カリキュラムやモジュールを作成する能力に

ついては、まだ改善が必要である。また、研修実施後の評価分析、報告書作成については、タ

スクフォースメンバーに順々に経験を積ませているところであり、ある程度の水準に達しつつ

あるメンバー（2名）と未経験のメンバーとがあり、全員ができるようになるのは第4年次にな

る見込みである。 

プロジェクト目標2「中央及び州レベルの地方行政に携わる職員の地方行政に関する知識が

向上する」については、研修前後試験の結果は最近実施されたプノンペン市及びコンポンチャ

ム州におけるモデル州研修において初めて目標とする向上水準に達した。研修による伸び率が

高かった研修では、研修前試験の成績がおしなべて低い。このことから、研修受講前の当該分

野についての知識水準が高い場合、研修による知識の向上は目標とする水準幅に達しない傾向

があることが見てとれる。しかしながら、研修講師の能力に起因する部分も多少は存在するた

め、引き続き講師の質、とりわけ教授法に関する技術を高める努力が求められる。 

また、GDLA職員に対する研修の受講者数が目標とする水準に達していないが、代わりに枢
要な部局を含む内務省他局からの参加が多数あった。地方行政法については内務省職員は当然

知っているべき内容で、受講者からは他ドナーの支援するプロジェクトを実施するうえでも研

修が非常に有益であったと受け止められている。このことから、他局からの研修参加は正のイ

ンパクト発現に貢献する結果となっていると考えられる。 

本邦研修に関しては、帰国研修員に聞き取り調査をしたところ、中央・地方政府関係、地方

議員制度、地方政府の役割等に関して日本の地方行政制度を学んだことによる、基礎知識の向

上が確認された。 

 

３－３ 効率性 

投入はおおむねインセプション・レポートで示された計画どおりになされている。 

本邦研修に関しては、過去の経験を生かし、1年次～3年次まで効率的に実施された。ただし、

ニーズとリソースをより効率的に組み合わせるためには不断の調整が必要であった。また、帰

国研修員が現地において研修教材を作成するうえで、より日本の地方行政に関する記載の内容

確認等の支援・助言があることが望ましかった。 

カウンターパートの配置については、一部のタスクフォースメンバーが、他の業務のために
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活動に参加できないことがあることが指摘されている。 

 

３－４ インパクト 

ポジティブなインパクトは、いくつか指摘できる。 

まず、地方行政に携わる人材育成のための制度や組織の整備の重要性に対する認識が深まっ

てきたことが大きなものとしてあげられる。内務省長官より、現在地方行政に携わる人材育成

のための新しい局を設立する計画があり、Sub-decreeの草案が作成されている段階との発言を
得た。 

次に、法案作成や制度整備にあたり、自国の制度を他国と比較検討、検証するための判断材

料の一つとして日本の制度が参照されていることがあげられる。D&D改革の過程において、
様々な場で日本の例が参照されている。 

三点目として、本プロジェクトで作成・開発された研修教材や方法論、養成された講師が、

2008年8～9月に69人の参加を得て実施された内務省の新人職員研修や政策チームの新メンバ

ー研修において活用されたことがあげられる。 

一方、負のインパクトは現在のところ見当たらない。 

 

３－５ 自立発展性 

以下のことより、プロジェクト終了後においても政策、組織、制度面でのプロジェクトの成

果の自立発展性が確保される見込みは高いと考えられる。 

人材育成分野はD&D国家プログラムにおいて主要課題の一つとして取り上げられる予定で
あり、地方行政に携わる人材の育成は今後とも求められていく情勢である。上述の設立が予定

されている新局には、タスクフォースの何名かが配属される可能性があるほか、カンボジア国

地方行政能力向上プロジェクト（PILAC）の活動を通じて作成、実施されたカリキュラムや教
材、研修方法等が、新局においても生かされることが期待される。また、ヒアリングを行った

講師8名はいずれも、今後とも講師を続けたいとの意向であった。 

 

３－６ 効果発現に貢献した要因 

プロジェクト目標、成果達成に貢献している要因としては、まず研修の質を高める取り組み

や工夫がなされていることがあげられる。二点目には、プロジェクトをとりまく環境の変化に

ついての情報を常に収集し、戦略的にプロジェクトの方向性を確認、修正する対応がとられて

いることがあげられる。三点目としては、地方行政実態調査を行ったことがあげられる。この

実態調査により、ニーズにより合った研修を行うことが可能になっている。 

 

３－７ 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトの進行を阻害する大きな要素は現在のところ見当たらない。ただ、一部のタス

クフォースメンバーが兼務により多忙であり、プロジェクトの活動へ参加できない場合がある

点については、程度によっては、今後プロジェクトの進行にマイナスの影響を及ぼす可能性が

ある。 

成果達成のための外部条件「養成された研修講師が継続的に研修に従事する」は満たされて

おり、今後満たされなくなる要因も現在のところ見当たらない。一方、プロジェクト目標達成
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のための外部条件「カンボジア政府の地方分権化・業務分散化政策の方針の大幅な変更がない」

に関連し、地方行政法施行によりプロジェクトの支援を要する研修ニーズが新たに発生してい

る。このため、プロジェクトの実施にあたり、状況の変化に柔軟な対応が求められる状況とな

っている。 

 

３－８ 結 論 

十分な妥当性を有し、インパクトの発現においても相当の結果を得ていること、効率性がお

おむね確保されていること、有効性、自立発展性も確保される見込みであることから、本プロ

ジェクトは比較的よく運営され、成果をあげつつあるといえる。 

残るプロジェクト期間中に、目標達成への現在の取り組みを継続することに加え、変化しつ

つある状況に戦略的に対応していくことが、より一層求められる。 
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第４章 今後の計画への提言 
 

既述の実績、評価5項目による評価を踏まえての、プロジェクトの実施体制や運営、プロジ

ェクトデザインへの提言は、以下のとおりである。 

 

４－１ プロジェクトの実施体制への提言 

タスクフォースメンバーのプロジェクトの活動への積極的な参加を確保するために、地方行

政に携わる人材育成のために地方行政総局（GDLA）内に設立される予定の新局へ主要なタス
クフォースメンバーが速やかに配属されるよう、調整が求められる。 

 

４－２ プロジェクトデザインへの提言 

プロジェクト目標達成のための外部条件「カンボジア政府の地方分権化・業務分散化政策の

方針の大幅な変更がない」に関連し、地方行政法施行によりプロジェクトの支援を要する研修

ニーズが新たに発生している。このため、プロジェクトの実施にあたり状況の変化に柔軟な対

応が求められる状況となっている。 

 

４－２－１ PDMの変更 
中間レビューのベースとしたPDMに、いくつか変更すべき点があげられる。 

 

（1）上位目標指標の変更 

上位目標「カンボジアにおいて研修等を通じて地方行政にかかわる人材が育成され

る」の指標として、「制度及び組織整備がなされつつある」が定められているが、この

指標はプロジェクト目標達成後、上位目標達成のために必要な外部条件である。また、

この指標では、プロジェクト目標の達成が上位目標の達成に直接的にどのように貢献し

たかを示すことが難しくなる。このため、現在の指標を上位目標達成のための外部条件

とし、指標としては関係者で協議のうえ、研修を通じた人材育成システムの受益者の規

模を示すことが妥当であると考えられる。 

 

（2）ターゲットグループの変更 

地方行政法の制定により地方分権化・業務分散化（D&D）政策が大きく進展し、2009
年5月に州・郡評議員の選挙が予定されている状況において、新規に設立される地方評

議会を機能させることが内務省にとって重要な課題となりつつある。これを受け、評議

員及び知事会に対して研修を行うことが、第2回JCC及び2008年に開催された第2回D&D
テクニカルワーキンググループ会合の中で提案されている。 

このような外部条件の変化に対してより緊要な課題への対応を優先する、という意味

で、モデル州・特別市（5地域）の地方職員及び州レベルの関連省庁職員をターゲット

グループとする現在の活動計画から、評議員と知事会を対象に研修を実施する計画への

変更が求められると思われる。このことにより、プロジェクトの活動の重点がプロジェ

クト目標1からプロジェクト目標2にシフトすることが想定される。 

ターゲットグループの変更に伴い、現行のPDM1（2008年2月開催の第3回JCCにおいて



－21－ 

承認）に対し、成果の追加及びその成果達成のための活動の追加が必要となる。また、

各成果の指標の変更も必要となる〔詳細は付属資料1.のAnnex1：PDM2（案）参照〕。 
 

（3）指標の変更 

成果指標2-3-6「モデル州において州・郡職員に対する地方行政研修が延べ80回開催

される」は、40回に訂正。なお、研修回数よりは研修受講人数のほうが重要な指標であ

り、研修人数の指標があるならば、あえて研修回数をも併せて指標として設定する必要

はないと思われる。 

 

４－２－２ 州研修から得られた成果の活用 

上述のようにモデル州・特別市（5地域）の地方職員を対象とする現在の活動計画から、

評議員と知事会を対象に研修を実施する計画への変更は、外部条件の変化に柔軟に対応し、

限られたリソースの中でよりニーズに対応した活動を実施する、という観点から望ましい方

向と考えられる。一方で、第3年次の州研修実施の過程で得られた成果が、今後生かされな

いおそれもあり、育成された州研修講師や得られた教訓等を別の場で活用する、あるいは散

逸しないような対策をとることが望ましいと思われる。具体的な活用方策としては、現在の

コア研修講師だけでは講師の数が不足する場合には、州研修講師をコア研修講師に選定する

ことが検討されてよいであろう。 

 

４－３ 次年次（第4年次）の本邦研修（地方行政）への提言 

プロジェクト形成時に目的としていたことに関しては、地方行政法に目処が立ち、コア研修

講師育成に成果が出ていることからも、その役割は果たしたものと考えられる。また、2009年

度に関しては、現地において評議員向けのオリエンテーショントレーニング等の重要事業が多

く予定されていることからも、実施に関して見送ることが望ましい。 
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